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37 条 

書面 

交付 

①  の義務 

契約成立後 

記載事項 

両当事者に交付 

相手が②  でも交付義務 

宅建士の③    

場所は④       

お客さんの⑤  ＋⑥      

⇒電磁的方法OK 

説明は不要 

必要的 

記載事項 

当事者の氏名・住所 

物件を⑦  するための表示 

物件の⑧     

⑨           

の支払い時期と方法 

売買 

交換 

⑩   の申請時期 

⑪      な部分

等の状況について 

当事者が確認した事項 

⑳  があれば 

記載義務 

任意的 

記載事項 

⑫              

の支払い時期と方法 

⑬       

⑭    の予定・⑮    

⑯   による損害の負担 

売買 

交換 

ローンの⑰     

一定の⑱  の履行

委 

⑲     
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37 条 

書面 

交付 

業者の義務 

契約成立後 

記載事項 

両当事者に交付 

相手が業者でも交付義務 

宅建士の記名 

場所はどこでもOK 

お客さんの承諾＋記名に代わる措置 

⇒電磁的方法OK 

説明は不要 

必要的 

記載事項 

当事者の氏名・住所 

物件を特定するための表示 

物件の引渡時期 

代金・交換差金・借賃 

の支払い時期と方法 

売買 

交換 

移転登記の申請時期 

構造耐力上主要な部分

等の状況について 

当事者が確認した事項 

定めがあれば 

記載義務 

任意的 

記載事項 

代金・交換差金・借賃「以外」 

の支払い時期と方法 

契約解除 

損害賠償額の予定・違約金 

不可効力による損害の負担 

売買 

交換 

ローンのあっせん 

一定の担保責任の履行

委 

租税公課 
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35 条書面のみ 

(混乱しやすい所) 

手付金の③   の概要 

貸借は不要 

①    の保全措置の概要 

②     の結果の概要 

建築・保全維持の書類の④      

37 条書面のみ 

(カネと時間) 

代金等の額、⑤   、支払い方法 

物件の⑥      

⑦   による損害の負担 定めがあれば記載 

貸借は不要 

移転登記の⑧      

構造耐力上主要な部分で⑨     した事項 

⑩     定めがあれば記載 

35 条・37条 

共通 

⑪     

⑫         「以外」の金銭の授受 

損害賠償額の予定・⑬    

貸借は不要 

ローンの⑭    等 

一定の⑮    の履行 

37 条書面は 

⑯  があれば記載 
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【思い出す】解答を見ずに、以下の説明をせよ。 

1．37 条書面の交付に際して、注意点・留意事項を説明せよ。(誰が誰に交付する？交付場所など) 

2．37 条書面の必要的記載事項を全て挙げよ。 

3．37 条書面の記載事項で、その定めがある場合に記載する事項を挙げよ。 

4．37 条書面において、貸借の場合に記載不要な事項の例をいくつか挙げよ。 

35 条書面のみ 

(混乱しやすい所) 

手付金の保全措置の概要 

貸借は不要 

支払金・預り金の保全措置の概要 

建物状況調査の結果の概要 

建築・保全維持の書類の保存状況 

37 条書面のみ 

(カネと時間) 

代金等の額、支払い時期、支払い方法 

物件の引渡し時期 

不可抗力による損害の負担 定めがあれば記載 

貸借は不要 

移転登記の申請時期 

構造耐力上主要な部分で当事者が確認した事項 

租税公課 定めがあれば記載 

35 条・37条 

共通 

契約解除 

代金・交換差金・借賃「以外」の金銭の授受 

損害賠償額の予定・違約金 

貸借は不要 

ローンのあっせん等 

一定の担保責任の履行 

37 条書面は 

定めがあれば記載 


